
（趣旨）
○　

○　

（選出方法）

○　

○　

○　

○　

◎は代表幹事市、□は副代表幹事市

財政運営検討ＷＧ 事業運営検討ＷＧ

堺市 ○ ○

大阪市 ○

高槻市 ○ ○

茨木市 ○

大東市 ○ ○

枚方市 □ ○ ○

寝屋川市 ○

東大阪市 ◎ ○ ○

河内長野市 ○

泉南市 ○ ○

高石市 ○

忠岡町 ○ ○

太子町 ○ ○

豊能町 ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
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大阪府国民健康保険団体連合会

大阪府

広域化調整会議委員は部長級、WG委員は課長級またはそれに相当する職責にあるものを基本としつつ、
各団体において具体的内容を検討するにふさわしい適任者を選出するものとする。

当日、やむを得ず出席できない場合は、上記の内容に基づく適任者が代理で出席することを認める。

広域化調整会議

市
長
会

政
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市
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摂

河
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州

各WGにおける議論等を情報共有するため、該当のWGに属していないWG委員はオブザーバーとしての参
加を認める。また、座長が必要と認めるときは、構成員以外の者を出席させて説明・意見を求めることがで
きる。

大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議及び
ワーキング・グループの委員の選出について

国保運営方針に盛り込む内容等について、広域化調整会議の下に「財政運営」と「事業運営」の２つの検
討ワーキング・グループ（WG）を設置して検討を行う。

各WGは、議論を集約し、適宜、広域化調整会議に報告する。

広域化調整会議及び各WGの委員は、下記の表のとおりとする。

各WG委員については、前年と連続して選出しないよう考慮すること。

資料２


